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議論を計算とコミュニケーションの基本メカニズムとする
エージェントシステム

梅 田 勇 一† 沢 村 一 ††

エージェント指向コンピューティングの世界では，それぞれのエージェントが各自の持つ情報を生
かしながら協調・合意して問題解決にあたることが求められている．本論文では，議論の導入がこの
問題に有効であるとの考えのもとで，次のような機能を持つエージェントシステムを提案し，実際に
ネットワーク上で現実の問題に適用して有効性を示す．(1) 複数のエージェントが各自の知識ベース
をもとに議論・反論を行う．(2) 反論に行き詰まったら，相手の議論への補強を考えることによって
協調を試みる．(3)この 2 つを行っても結果が定まらないとき，弁証法的な合意形成を行う．

An Agent System with Argumentation
as a Basic Mechanism of Computation and Communication

Yuichi Umeda† and Hajime Sawamura ††

In the upcomming networked society, it is desired that several computers on network can
resolve conflicting problems or make better solutions through argumentation. In this paper,
we propose a novel approach to agent systems where several agents communicate, argue with
each other, reinforce other arguments for cooperation and finally make a dialectical agree-
ment through argumentation from distributed knowledge bases. By applying it to a variety
of application, we show the potential and practical usefulness of the system.

1. は じ め に

一般に情報処理システムが扱う情報は，刻々と変化

し流動している．そのため，完全な情報というものは

存在せず，無数の不完全な情報が分散した状態となっ

ている．このため，情報の不十分さや矛盾から衝突が

生じる．

このように互いの持っている知識が対立している場

合，我々は話し合いや交渉を行い，そのうえで相手を

説得したり自分が妥協したりするなどして合意に至り，

問題を解決したり協力を得たりすることが多い．また，

単に対立を解消するだけではなく，相手の発言から何

らかの収穫があったり，時には話し合いの中から新し

いアイディアが生まれたりといった効果もある．

一方，情報システムの分野では，合理的なエージェ

ントの実現を目的とした研究が多数行われている．こ
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こでは，異なる情報を持ったエージェントどうしが先

に述べたような情報の衝突を回避したり，互いの情報

を生かした協調動作を行ったりして，問題を解決する

ことが期待されている．

本論文で我々は，エージェントによる合意形成の手

段として議論を導入する．一般に人間が行う議論の形

式は多様であるが，本論文では特に「主張が衝突し，

かつ結論と前提が明確である場合，互いに論争し衝突

を解決することによって合意に至る」という形式の議

論に着目する．そのうえで，より柔軟な合意形成や協

調のための新しいアプローチを示す．さらに，既存の

議論に関する研究 1)，3)では触れられていなかった

分散ネットワーク環境への応用を試み，分散環境下で

の新しい総合的交渉手段とすることを目指す．

本論文では，エージェントシステムに計算メカニズ

ムとして議論を導入し，次のように拡張することに

よって衝突回避・協調動作・合意形成の 3つの目的へ

応用できることを示す．

( 1 ) 異なる知識を持つ複数のエージェントどうしが，

意思決定のために議論を行う．その際，単に反

論を返し合うのではなく，自分の目的に有利に

なるように戦略を用いて議論を作成する．
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( 2 ) 反論できなくなった場合は単に引き下がるので

はなく，相手の議論を補強する議論の作成を考

えることによって協調を試みる．

( 3 ) 議論後の結果が定まらないとき，弁証法的な合

意案の作成を試みることによって，より柔軟に

解を得ることができる．

本論文では，知識表現・議論の作成・反論の作成に

ついては，文献 4)の内容に基づいている．そこで，2

～4 章でその概念について説明し，5章以降で我々独

自の拡張について述べる．

以下，2 章では各エージェントの持つ知識の表現方

法について述べる．3 章ではエージェントが作成する

議論の定義について述べる．4章では他のエージェント

が提出した議論への攻撃方法について述べる．5 章で

は，このシステムで扱うエージェントモデルと，エー

ジェントが議論提出時にとる戦略について説明する．

6 章では，システムが衝突回避・協調動作・合意形成

問題の解決に適用できることを示す．7 章では，複数

のエージェントが議論を行うためのプロトコルについ

て述べる．8 章ではシステムの実装について述べる．

9 章では，議論システムを実在する問題に適用し評価

を行う．

2. 知 識 表 現

本論文では，各エージェントが議論の背景知識とし

て非共有の知識ベースを持っており，かつ矛盾した知

識が混在していることを前提とする．ただし，議論と

して提出する知識は無矛盾でなければならない．

2.1 2種類の否定と規則

本論文では，知識表現に完全/不完全の 2種類の否

定を持つ拡張論理プログラミング言語を導入してい

る．不完全否定を併用することで，システムは根拠の

ない不確実な情報をも取り扱うことができる．また，

我々が提案する協調のための足掛かりとなる（詳しく

は 6.2 節で述べる）．以下，2 種類の否定について述

べる．

原子命題 Pについて，Pの完全否定（…ではない）

を強否定と呼び，“¬ P”で表す．また，Pの部分否定

（…とは限らない）を弱否定と呼び，“∼ P”で表す．

以下，“∼ P”と “∼ ¬ P”の形をとるリテラルを弱リ

テラルと呼び，“¬P”の形をとるリテラルを強リテラ

ルと呼ぶ．本論文では “¬ ∼ P”という形のリテラル

については考えない．

弱リテラル ∼ Pは，仮定 ¬ Pを持つ．これは，一

般に「Pとは限らない」というときには Pでない可能

性の仮定が含まれているからである．同様に，∼ ¬ P

の仮定は Pである．

この弱リテラルと強リテラルを用いて，規則形式の

知識を次の形で定義する4)．

L0 ⇐ L1 ∧ ... ∧ Lj∧ ∼ Lk ∧ ...∧ ∼ Ln

ここで，Li はすべて強リテラルである．また，∧ は
「かつ（and）」を表している．右辺が前提，左辺が結

論であり，「右辺ならば左辺」という意味になる．前提

は空でもよい．

本論文で用いる知識ベースは，この規則の集合に

よって記述されているものとする．

2.2 規則の種類

規則は絶対規則（strict rule）と撤回可能規則

（defeasible rule）の 2種類を定義する．

絶対規則は一般法則・事実など，確実なことを表す．

確実なことを述べた規則であるので，弱リテラルは持

たない．議論の余地のない知識はこの規則で記述する．

撤回可能規則と区別するため，左辺と右辺を結ぶ矢印

に ← を用いて表す．
撤回可能規則は個人の主張・意見などを記述する．

確実なことを述べているわけではないので，前提部分

に弱リテラルを持つことができる．絶対規則と区別す

るため，左辺と右辺を結ぶ矢印に ⇐ を用いて表す．

3. 議 論

ここでは，知識ベースから作成される議論の定義を

与える．

次の条件を満たす規則の列 [r0...rn]を議論と定義す

る4),☆．

( 1 ) 各規則の前提にある強リテラルはそれぞれ，自

分よりも前にある規則の結論に現れている（こ

の「前にある規則」のことを以後「根拠になる

規則」と呼ぶ）．

弱リテラルは確実でないことを表現しているの

で，根拠になる規則は必要ない．

( 2 ) 1つの議論に同じ結論を持った 2つ以上の規則

は含まれていない．

たとえば，次に示す規則の列 Aは議論である（r2

の aはすでに r1 の結論に現れているので根拠になる

規則がある．c も同様．b，dには根拠になる規則は

不要）．

☆ 以後の文章では「いくつかの意見を交わし，論じ合う行為として
の議論（argumentation）」と「本論文で規則の列として定義
されている議論（argument）」の 2 つに同じ「議論」という語
が当てられているため，一部混同しやすいところがあるが，「議
論する」「議論を行う」など，動詞的な表現は前者の意味であり，
「エージェントが議論を作成する」「エージェントが議論を提出
する」など，名詞的な表現は後者の意味を意図したものである．
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A =


 r1 : a ←

r2 : c ⇐ a∧ ∼ ¬b

r3 : e ⇐ c∧ ∼ d




上の定義によって作られた議論の仮定と結論を次の

ように定義する．

( 1 ) 議論中に含まれている弱リテラルが持つ仮定

（2.1 節参照）の和集合が議論の仮定である．

( 2 ) 議論中に含まれている各規則の結論の和集合が

議論の結論である．

先に示した議論 Aの場合，仮定は {b, ¬d}で，結
論は {a, c, e}である．

4. 攻 撃 方 法

各エージェントは，相手が提出した議論に対し，対

立する議論を作成し攻撃することができる．以下，攻

撃方法について述べる．

4.1 反論と無効化

結論に L を持つ議論（の規則）は次の 2種類の方

法で他の議論（の規則）に攻撃することができる4)．

( 1 ) 結論に ¬Lを持つ議論（の規則）に攻撃できる．

これを反論（rebut）という．

( 2 ) 仮定に ¬L を持つ議論（=前提部に ∼ L を持

つ規則を含む議論）に攻撃できる．これを無効

化（undercut）という．

たとえば，次の議論 Bと Cを考える．

B =

[
r1 : a ⇐
r2 : b ⇐ a

]

C =
[

r3 : ¬a ⇐ ∼ b

]
Bは Cを反論することも無効化することも可能で

ある．一方，Cは Bに反論することが可能である．

4.2 defeatの定義

2つの議論 A1 と A2 が以下のいずれかの条件を満

たすとき，A1 は A2 を defeatしているという4)．

( 1 ) A1 が A2 を無効化している場合．

( 2 ) A1 が A2 に反論していて，A2 が A1 を無効

化していない場合．

また，A1 が A2 を defeat していて，A2 が A1

を defeatできないとき，A1 は A2 を完全に defeat

（strictly defeat）しているという．以後，「議論を攻撃

する」とは，「相手の議論を defeatできる議論を作成

し提出する」ことを指す．

4.1 節の議論 B，Cについて考えると，Bは Cを

反論したとしても無効化したとしても条件のいずれか

を満たすことになり，Cを defeatしているといえる．

一方，Cは Bに反論することができるが，そのとき

は Bから無効化されているので条件 ( 2 )を満たせず，

Bを defeatしているとはいえない．よって，Bが C

を攻撃したときには完全な defeatになる．

4.3 正当化と却下

ここまでの定義を用いて，我々は議論の正当化を次

のように定義する9)．これは議論の最終状態を決める

ものである．なお，文献 4)でも不動点意味論を用い

て同様の定義がなされていることを書き記しておく．

• エージェント Xの議論Aは，Aを攻撃するすべて

の議論が Xの議論によって完全に defeatされて

いるとき，正当化（ justified）されているという．

• 正当化された議論から攻撃されている議論は却下
（overruled）されているという．

いい替えると，相手からの攻撃をすべて退けた場合

（異議のない場合）に議論は正当化される．

5. 議論するエージェントのモデル

ここでは，まず我々のエージェントのモデルについ

て述べる．次に戦略の基礎概念となる「攻撃を受けに

くい議論」を定義したうえで，目的に応じた議論の提

出戦略について述べる．

5.1 議論するエージェントの構成員

本論文ではエージェント群を，自分の主張を押し通

そうとしているエージェント群，その主張に反発する

エージェント群，議論を仲介するエージェントの 3つ

に分類している．この構成についてまず定義する9)．

発案者（proponent）側エージェント 議題に沿っ

た議論を作り（これを本論と定義する），本論へ

の反論・異議をすべて退けることで正当化するこ

とを目的とする．以下，P1, . . . , Pn で表す．

対立者（opponent）側エージェント 発案者側の

本論が正当と見なされることを防ぐため，攻撃す

ることを目的とする．以下，O1, . . . , On で表す．

仲介者（mediator）エージェント 双方が作った議

論の送信仲介（7 章参照）と，議題ごとの結果の

管理（下記参照）を行う．また，議論過程がすべ

て終了したとき，最終的な合意案を提案する．

ここで，議題は A&B&C& . . . の形で与えられる．

A,B,C，. . . のそれぞれを連言肢と呼ぶ．これは強リ

テラルである．

仲介者エージェントは，上の形で与えられた議題を

A,B,C,. . .に分解し，最初に Aを発案者側エージェン

トに与える．発案者側エージェントはこれを結論とし

た本論を作り，これを正当化すべく対立者側の反論と
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a  <-    . 
b  <-    .
c  <= a /\ ~e   .

d  <= b /\  ~f  /\ ~g   .

(1) (2)

(1): 反論を受ける要素

 (2): 無効化を受ける要素

図 1 議論が攻撃を受ける要素
Fig. 1 The literals that may be attacked.

戦う．結局は反論が尽きた時点で，本論は正当化また

は却下のいずれかの状態になる（4.3 節参照）．同様

に，Bについて，Cについて . . . と議論が行われる．

最後に，仲介者エージェントは一連の結果から最終合

意案を生成する．この合意案の生成については 6.3 節

で説明する．

5.2 反論を受けにくい議論

発案者側エージェントの目的は本論を正当化するこ

とであるが，その定義から反論を受けにくい議論の方

が正当化されやすいといえる．そこでここでは反論を

受けにくい議論について定義する．

3章の定義に従って作られた議論は，結論を多く持っ

ているほど，その部分を相手から反論される恐れがあ

る（図 1 の (1)）．また，仮定を多く持っているほど，

その部分を相手から無効化される恐れがある（図 1の

(2)）．

そこで本論文では，仮定と結論の要素数の合計が少

ないほど，反論を受けにくい議論であると定義する8)．

5.3 議論の提出戦略

ここでは，それぞれのエージェントが議論を提出す

る際にとる戦略を与える．本論文では，議論の形式か

ら判断する戦略のみを取り入れ，議論の内容から判断

する戦略については今後の課題とする．

• 発案者側は，相手の反論を退ける目的から，最も
反論を受けにくい議論を提出する．ただし，議論

がループに陥るのを防ぐため，過去に提出したこ

とのある議論は使わない．

• 対立者側は，より多くの反論を行うという目的か
ら，過去に用いた議論を繰り返すことを許す．

なお文献 4)では，法的議論（法廷論争）を対象と

していることから，我々のものよりも発案者に厳しい

提出戦略を与えていることを書き記しておく．

6. 議論するエージェントの問題解決法

この章では，我々の議論するエージェントシステム

を衝突回避・合意形成・協調動作の 3つの問題に適用

する方法を与える．

図 2 補強議論
Fig. 2 The reinforced argument.

6.1 衝 突 回 避

提案者側エージェントはここまでで述べた方法に

よって議論することで自論の正当性を示し，矛盾する

案を却下して衝突を回避できることになる．そこで，

次のことを定義する．

• すべての連言肢について提案者側が本論を正当化
できた場合，議題すべてについて異議なしと見な

し，その議題について合意が成立する．

異議を退けられなかった場合，すなわち議題の一部

または全部が却下された場合には，双方の主張をなる

べく尊重するため，弁証法的合意形成を試みる．詳し

くは 6.3 節で述べる．

6.2 協 調

エージェント間で合意し目的が一致した以上は，協

調的な動作をとることが望ましい．本論文のシステム

では，反論が尽きて提案者側の議論が正当化された場

合に，対立者側が自らの持っている情報を相手の議論

に付け加え，補強を試みることで協調を実現する9)．

協調は，相手の議論から弱リテラル（議論の不完全

な部分）∼ L を探し，そこに自分の知識ベースから

¬Lを結論とした議論（以下，補強議論と呼ぶ）を作っ

て ∼ L と置き換えることで実現する（図 2 参照）．

協調要求を受ける提案者側は，補強を受けることに

よって自分の議論の不完全な部分を減らすことが期待

できる．ただし，補強を受けた場合に自分の議論の弱

リテラル部分が増えてしまう場合は，かえって議論が

弱くなってしまうので協調要求を拒否する．逆に協調

を申し出る対立者側は，補強議論が複数作成できる場

合，弱否定部分が少ない方から提出する．

なお，提案者側は協調は行わないが，弁証法的合意

形成（6.3 節参照）のプロセス中に攻守交代して再度

議論する場合があり，このときには協調する可能性が

ある．
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C

A

conflict

B

lift uplift up

A /\ B B

BA /\

(a) (b)

図 3 高次の合意 (a) と弁証法的合意 (b)

Fig. 3 (a): Aufheben / (b): A dialectical agreement.

6.3 弁証法的合意形成

ここでは，弁証法的☆ 合意形成を定義する6),11)．

まず，定義に必要となる Aufhebenの概念について

説明する．

2つの相容れない命題 A，B が与えられ，A → C

および B → C のいずれも成り立たないとき，命題

C を Aufheben（高次の合意，止揚）という（図 3(a)

参照）．ただし Cは Aまたは Bと命題変数を共有し

ていなければならない．

この Aufhebenの概念を用いて，弁証法的合意形成

を次のように定義する．

議題を J1& . . . &Jn&O1& . . . &On として議論を

行った結果，連言肢 J1, . . . , Jnについては正当化され，

連言肢 O1, . . . , On については正当化されなかったと

する．このとき，仲介者エージェントが ¬O1, . . . ,¬On

について対立者側に議論させる（攻守交代して議論す

ることになる）．対立者側がこれらをすべて正当化で

きたら，J1, . . . , Jn についても ¬O1, . . . ,¬On につい

ても異議がないことから，この結果に先の Aufheben

を適用し J1& . . . &Jn&¬O1& . . . &¬On を結論とす

る．正当化できない連言肢 Oi があれば，Oi と ¬Oi

が両方とも正当だといえないことから，合意なしとし

て終了する．

たとえば，議題が A&B で Aが正当化され Bが正

当化されなかった場合，弁証法的合意形成は図 3(b)

のようなプロセスとなり，対立者側が ¬B を正当化

できれば最終的な合意案は A&¬B となる．この具体

例については 9.2 節で触れる．

7. 議論プロトコル

本論文で提唱するシステムは，単にエージェントが

1対 1で対立する場合だけでなく，n対 nで対立する

場合においても 6 章で述べたような議論・協調を試

☆ 弁証法は，一般的には “対話的思考方法，または対話による真理
探求方法” といわれているが，様々な見解があり，1 つに定まっ
た定義はない．
本論文では紙面の都合上，詳細についての説明を割愛する．こ
れについては，文献 6)，11) を参照されたい．

agent P1

agent P2

P1 Knowledge

agent O1

agent O2

P2 Knowledge

O1 Knowledge

O2 Knowledge

<対立者側><発案者側>

仲介者
エージェント

(1)

(2)

(2’)

(3)

(4)

(4’)

図 4 議論の流れ
Fig. 4 The flow of argumentation.

み，弁証法的合意を形成することができる．これによ

りネットワーク上の多くのエージェントが議論に参加

できる．この章ではそのための議論プロトコルを全体

の実行の流れに沿って述べる．

ここでは簡単のため，「2 人の発案者対 2 人の対立

者」が仲介者エージェントの仲介で議論する場合を例

にとって説明する．

以下，発案者側のエージェントを agentP1，P2，対

立者側のエージェントを agentO1，O2 とする．また，

発案者側は P1 → P2 の順に発言権が与えられ，いず

れか 1つのエージェントが発言した時点で相手側に発

言権が移るものとする．対立者側も同様である．

( 1 ) ユーザがシステムを起動させ議論開始指令を送

ると，まず仲介者エージェントが議題を連言肢

に分割する（5.1 節参照）．そして最初の連言

肢を最初の議題として agentP1 に議論開始メッ

セージを送り，議論の作成を促す（図 4の (1)）．

( 2 ) agentP1 は議題を受け取ると，5.3 節の戦略に

基づき議題に沿った議論を自分の知識ベースか

ら作成する．これが本論となる．もし作成でき

たら，その議論を仲介者に返し手順 ( 3 )へ進む

（図 4の (2)）．本論を作成することができなかっ

たときは，議題を仲介者に返し，これを次の順

番の発案者側エージェント（ここでは agentP2）

に渡してもらう（図 4 の (2′)）．次の順番の発

案者側エージェントも同様に議論の作成を試み，

できなければさらに次の順番のエージェントに

発言権を譲る（以下同様）．

全員が本論を作成できなかった場合は，その議

題は却下され，仲介者エージェントが次の議題

（連言肢）を用意する（図 5 の (b)）．

以下で展開される議論過程は，ここで提出され

た本論が正当といえるか否かという点について

争う．

( 3 ) 仲介者は，発案者側から受け取った議論を対立
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図 5 システム全体の流れ
Fig. 5 The overall flow of the argument-based agent

system.

者側に送信し，反論を促す（図 4 の (3)）．

( 4 ) 対立者側で順番が最初のエージェント agentO1

は，5.3 節の戦略に基づき，この議論を攻撃で

きる議論を自分の知識ベースから作成すること

を試みる．もし作成できたら，その議論を仲介

者に返し手順 ( 5 )へ進む（図 4 の (4)）．

作成できなければ，送られてきた議論をそのま

ま仲介者に返し，次の順番の対立者側エージェ

ント（ここでは agentO2）に渡してもらう（図 4

の (4′)）．次の順番の対立者側エージェントも

同様に攻撃を試み，できなければさらに次の順

番のエージェントに発言権を譲る（以下同様）．

対立者側エージェントの全員が攻撃に失敗した

場合は，提案者側の議論にこれ以上攻撃する手

段がないということになり，本論は正当であっ

たとして議論過程はいったん終了する．

その後，agentO1 から順に協調（6.2 節参照）

の機会が与えられる（図 5 の (a)）．誰かが補

強議論を作り提案者側に受け入れられれば，補

強後の議論が正当であるとして協調の機会は終

了する．受け入れられなければ成功するまで他

の対立者側エージェントが順に協調を試み，全

員が協調に失敗した場合は協調終了となる．い

ずれの場合もその議題についての議論過程は終

了となるので，仲介者が次の議題（連言肢）を

用意する（図 5 の (b)）．

( 5 ) 仲介者エージェントは，対立者から受け取った

議論を発案者側に送信し，反論を促す．

( 6 ) 発案者側は受け取った議論を調べ，5.3 節の戦

略に基づいてこれを攻撃できる議論を自分の知

識ベースから作成することを試みる．作成でき

れば，その議論を仲介者に返し手順 ( 3 )へ進む．

作成することができなければ手順 ( 2 )と同様，

自軍の誰かが議論が作成できるまで後続のエー

ジェントに順番を譲り続ける．ここで全員が攻

撃に失敗した場合は本論が却下され，その議題

についての議論過程は終了となる．この場合も

仲介者が次の議題（連言肢）を用意する（図 5

の (b)）．

( 7 ) 以下，いずれかが相手を攻撃する議論の作成に

失敗するまで手順 ( 3 )～( 6 )を繰り返す．本論

が正当化または却下されたら，仲介者エージェ

ントは結果を記録し，次の連言肢を新しい議題

として agentP1 に送信する．以後，手順 ( 2 )

に戻り，新しい議題について再度議論を始める

（5.1 節参照）．

すべての議題について議論過程が終了した場合

（図 5 の (c)），全議題が正当化されていればそ

のまま合意となる（6.1 節参照）．そうでなけ

れば却下された議題の否定について再度議論を

行い，その結果に弁証法的合意形成を適用する

（6.3 節参照）．最終結論が決まったところでシ

ステムは終了する．

8. 実 装

この章では，ここまでで述べてきたシステムの実装

について説明する．

8.1 議論エージェント

各議論エージェントは Prologで構成された推論エ

ンジンを持っている．推論エンジンが行うのは主に以

下の 3つである．

( 1 ) 本論（最初に提案する議論），または相手を攻撃

できる議論を知識ベースから抽出し作成する．

( 2 ) どのような種類の議論を作成したか（またはで

きなかったか）の状態を出力する．

( 3 ) 作成した議論を英文または木構造に変換して出

力する．

( 1 )の議論の抽出は，主張すべき要素（議題，また

は相手を攻撃できる要素）が含まれた規則を検索し，

以下その規則の根拠となる規則を再帰的に検索し組み

込んでいくことで行われる．組み込んだすべての規則

について，検索した根拠が事実または弱リテラル（そ

れ以上の根拠不要．3 章参照）となったら議論作成成

功とし，出力する．
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図 6 木構造出力例
Fig. 6 The example of tree output.

( 2 )の状態出力の種類には，

• 議論/反論/補強議論の作成成功，

• パス（議論の作成に失敗し，次の順番のエージェ
ントに発言権を譲る場合に出力），

• 反論/補強議論の作成失敗（自軍の全員が議論の

作成に失敗した場合に出力），

• 協調の申し出が来た場合，受理したか受理しな
かったか（6.2 節参照），

がある．この状態出力によって，仲介者エージェント

がメッセージの送信先を判断する（8.2 節参照）．

( 3 )の変換出力機能は，作成された議論をユーザに

分かりやすく提示するために導入している．以下に

英文への変換例を示す．木構造変換の結果については

図 6 を参照．
推論エンジンの議論出力

caused(monjyu,accident) <= .

dangerous(nuke) <= caused(monjyu,accident),

∼ ¬ cause(nuke,accident).

¬ assent(i,nuke) <= dangerous(nuke).

↓
英文変換の結果

It is true that monjyu caused accident.

If monjyu caused accident and there is

no evidence that nuke doesn’t cause

accident then nuke is dangerous.

If nuke is dangerous then I don’t assent nuke.

8.2 仲介者エージェント

仲介者エージェントは，各エージェントの推論エン

ジンが出力した状態の内容からメッセージを送るべき

相手を以下のように判断し，コンテンツを作成して送

信する．また，結果の管理をし弁証法的合意形成を行

う（6.3 節参照）．これらの機能は Javaで記述されて

いる．

• 議論が作成されている場合，作成者の相手側の先
頭エージェント（P1 または O1）に議論を送り，

反論の作成を促す．

• パスの場合，次の順番のエージェントに議論作成
要求を送る．

Prolog Java

Status

Normal/ Pass/
失敗/協調

議題/相手の議論を
調べる

議論/反論を作成

成功失敗

作成した議論を出力
状態 "Normal"を出力

状態 "Pass"/
"失敗"/"協調"
を出力

Status を調べる

システム終了

失敗

次のエージェントに
メッセージを送信

議論

作成議論を付けた
メッセージを作成

(mediatorの通信制御部分)(agentP/Oの推論エンジン)

直前の議論を付けた
メッセージを作成

Pass/協調Normal

Prolog
(mediatorの推論エンジン)

次の議題を付けた
メッセージを作成

結果を送信

結果の保存

次の議論へ

全て完了済み

弁証法的
合意形成

結果の整理

既に
合意

図 7 システム構成図
Fig. 7 The structure of the argument-based agent system.

• 議論作成失敗の場合，協調の余地が残されている
場合は補強議論の作成要求を送る．

• 補強議論は送ったが相手に拒否された場合，次の
順番のエージェントに補強議論作成要求を送る．

• 協調の余地がない場合・協調が無事終了した場合・
協調に失敗した場合は結果を記録し新しい議題を

用意する．すべての議題について議論過程が終わっ

ている場合は，最終合意案を生成して終了する．

ここまでの節で述べた各推論エンジンの関係をまと

めると図 7 のようになる．

9. 評 価

ここまでで述べてきたシステムを評価するにあたり，

我々はまずシステムが現実の問題に適用できるかどう

か，いくつかの問題を与えて実験した．次に，現実の

分散ネットワーク環境に適用できるかどうかの実験を

行った．以下，それぞれの実験と，システムの有効範

囲に関する考察について述べる．

9.1 適用例 1：原発建設問題

これは「地方都市に原発を建設することに賛成か反

対か」に関する知識ベースを新聞などの資料に現れた

記事を利用して作成したうえで，発案者側に原発賛成

に関する知識を，対立者側に原発反対に関する知識を

与えて議論を行わせたものである．知識ベースの内容

は省略するが，以下に「原発建設に反対」を議題とし

て与えシステムを起動したところ，議論の過程がどの

ように進行したかを示す．

P1：「政府は原発にトラブルが起こっても隠蔽する．

そのため原発が信頼できず，ゆえに建設には賛成

できない」（本論）

O1：「（将来にわたって）エネルギーが供給できる

とは限らない．ゆえに原発は必要であり，建設に

賛成」
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P1：「（原発の排水によって）魚が汚染されないとは

限らず，するとそれを食べる子供が汚染される．

ゆえに建設には賛成できない」

O1：（前回の反論の繰返し）

P1：「事実としてもんじゅ事故があり，事故が起こら

ないとは限らないのであれば原発は危険であると

いえる．ゆえに建設には賛成できない」

O1：（前回の反論の繰返し）

P1：「放射性廃棄物の処理が明確になっていない．さ

らに，今後明確になるとは限らないのであれば，

原発は危険であり，建設には賛成できない」

O1：（前回の反論の繰返し）

P1：反論の作成に失敗（同じ議論を 2度繰り返せない

ため），P2に反論作成を託す．

P2：「エネルギーは節約ができる．ゆえに（当面は）

エネルギーを供給していくことができる」

O1：反論の作成に失敗，O2に反論作成を託す．

O2：反論の作成に失敗．

• 対立者側の全員が反論に失敗したので本論は正当
化された．次に，対立者側は協調を試みた．

O1：補強議論の作成に失敗．

O2：補強議論の作成に失敗．

• 提案者側の最後の議論には弱否定部分がないため
補強議論が作れず，協調は行われなかった．

• 議題はすべて正当化されたので，最終結論は「原
発反対に両者合意」となり，システムは停止した．

9.2 適用例 2：プログラミング言語選択問題

この適用例では，いくつかのプログラミング言語に

ついてその性質を記述した知識ベースを製作し，その

うえで「（議論システムの製作に）Javaと Lispが適用

できるか」について議論を行わせたものである．ここ

で，議題は “Javaが適用可&Lispが適用可”とした．

また，“¬Javaを適用 = C++ を適用，¬Lispを適用

= Prologを適用” を仮定した．

知識ベースは割愛するが，実行させたところ「Java

が適用可」については正当化され「Lispが適用可」に

ついては却下された．また，協調は行われなかった．

ここで弁証法的合意形成が行われ（6.3 節参照），対

立者側が「Lispが適用可能ではない」を正当化した．

よって結果は “Java を適用&¬Lisp を適用” となり，

先の仮定と合わせると “Javaを適用&Prologを適用”

となった（図 8 参照）．

9.3 その他の適用例

我々がシステムを拡張したうえで適用したその他の

問題として，次のようなものがある．

スケジュール調整問題 ミーティングを行おうとする

図 8 適用例 2 の結果
Fig. 8 The result of application 2.

2者がスケジュールを調整するための交渉を議論

で行う．

Electronic Commerce ネットワーク上の商店を

エージェントがめぐり，客と店主，または店と競

合店での交渉を議論で行う．

これらの詳細については，文献 7)，10) を参照され

たい．

9.4 通 信 実 験

本論文で提唱したシステムを分散ネットワーク環境

に適用するためには，実際にエージェントどうしが分

散している状態でも動作することを実証しなければな

らない．

そこで我々は，DS’99（“Discovery Science 1999”）

と IAT’99（“Intelligent Agent Technology 1999”）

の 2つの会議において，会議会場に提案者側エージェ

ント，新潟大学に対立者側エージェントが動作してい

る状態で議論システムを動作させることで，通信を必

要とする環境下での実験を行った．その結果，両会場

ともシステムが通信して動作することが確認でき，分

散ネットワーク環境に適用できることが示された．

ただし現状ではネットワーク負荷や経路の問題によ

り，通信区間によっては応答が返ってくるまでの時間

にばらつきが出ることがあった．このため，タイムア

ウト時の処理について考える必要が出てくるが，ここ

では今後の研究課題とする．

9.5 システムの有効範囲

本論文で提案した手法は，すべての問題に対して有

効であるわけではない．ここでは，システムがどのよ

うな問題に適しており，どのような問題に適していな

いかを考察する．

まず，本論文のシステムが適していると思われる問

題には，主に次のようなものが考えられる．

• 対立的状況で構成される問題．
• エージェントのゴールが始めから決まっており，
二者択一命題（またはその連言肢）で表せる問題．

• 背景知識に，弱否定で対応できる範囲でのあいま
いな表現が含まれている問題（議論システムで単

に扱えるというだけでなく，補強議論による協調
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の効果も期待できる）．

また，本論文の手法そのままでは対応できないが，

拡張次第で対応できる可能性が出てくる問題には，以

下のようなものが考えられる．

• 相手が提出した議論からの効果的な学習（自分の
知識として吸収する際に，どの知識が自分にとっ

て有用で，どの知識が有用でないかの指標が必要

であると思われる．ただし，自分の知識として吸

収せず，単に「相手の発言」として記憶しておき，

後の議論に活用するという手法もある10)）．

• 議論過程からの学習（本論文では複数回議論した
場合の効用について触れていないが，たとえば相

手の戦略や発言の傾向を記録しておき，後の議論

に活用していくことなどが考えられる）．

• 互いに提案を出し合い，その 1つ 1つについて検

討するようなモデル（議題という形で提案を出し

合い，それについて議論するという形で実現可能

である10)）．

• 参加するエージェントが動的であるようなモデル
（議論プロトコルを，参加者・発言順固定となっ

ている現状から，もっと柔軟なものに拡張する必

要がある．たとえば，契約ネットプロトコルを用

いるという手法が考えられる2),5)）．

• 議論の提出戦略を柔軟に変化させていくことが重
要となるようなモデル（戦略を決定するためのパ

ラメータなどが必要だと思われる2),5)）．

最後に，本論文の手法で対応させるのが難しいと思

われる問題には，次のようなものが考えられる．

• 価格交渉などの，定量的な問題（システムの現状
を考えると，数値的なアプローチの方が有効であ

ると思われる）．

• エージェントの参加数が極端に多いモデル（n対

nエージェントで議論できるプロトコルとはなっ

ているが，発言権がつねに順番に与えられるため，

効率が悪くなったり収束に時間がかかることが考

えられる）．

10. お わ り に

本論文では，エージェントシステムに議論を導入し

拡張することによって，衝突回避・協調動作・合意形成

の 3つの目的へ応用できることを示した．また，実際

にシステムを試作し現実の問題に適用することによっ

て，分散ネットワーク環境における合意形成・意思決

定のための新しい方法となりうることを示した．

今後の展望としては，9.5 節で触れたような議論の

経過や結果からの有益な情報の取り込みによる学習の

実現，妥協・譲歩への応用10)，グループウェアなどの

分野への応用が考えられる．

以上のことから，議論するエージェントシステムが

分散ネットワーク社会の新しい通信手段，新しいエー

ジェント交渉の方法となる可能性があると考える．

しかし現状ではシステムがまだ基礎的なものにすぎ

ず，多くの拡張の可能性が残されている．

まず，各エージェントに最初から役割を振ってしまっ

ていることがあげられる．議論開始時にいずれかのグ

ループに属していなければならないという形よりも，

参加の意思のあるエージェントのみが議論を行い，反

論できるものには反論し，協調できるものには協調す

るといった自由度が高い形式の方が望ましい．

また，各エージェントが議論に参加する際の運用的

な面について，本論文の範囲では触れられていない．

これらの問題点を解決する 1つの方法として，議論

するエージェントに契約ネットプロトコルを用いる方

法2),5)がある．このシステムでは，マネージャとなる

エージェントがタスクを告知し，それに入札してきた

エージェントの中から一定の評価基準以上のエージェ

ントを落札する方法をとっている．この方法であれば，

最初から役割を決めることなく参加可能なエージェン

トだけを集めて議論することができる．

次に，戦略がグループによって固定されており，基

本的な戦略は議論中で不変である．これも個々のエー

ジェントで戦略に差が出たり，相手や自分の状況から

戦略を変えたりするという形式の方が，エージェント

がより自律的に振る舞うことができる．以上のことは

今後の課題である．

最後に，本システムで作成された議論（結果）は論

理的には正しいといえるが，出た結果を社会的にどう

扱うかについては社会学上の見解を必要とする．この

点に関する考察も深めていきたい．
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